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本年累計 ( 全刑法 犯認 知件数 ) ４６４件 

 

 
 最近、スケートボードに関して、 
 
  ・ 公園や道路で危険な走行をしている。 

  ・ 小さな子供のそばで滑っている。危ない。      

  ・ 深夜にスケボー。うるさい。眠れない。 
 
などの１１０番通報が多発しています。 
 

 

  

 ○ 管内の通路上をスケートボードで滑り、道路交通法で取調べられる事案も   

  発生しています。 

 ○ 違反した場合、５万円以下の罰金が科せられます。 

５ 月 中 の 主 な 犯 罪 発 生 状 況 

AppStore用 GooglePlay用 

防犯アプリ「みまもっち」 

   県警ホームページはこちら   https//www.police.pref.fukuoka.jp 

交 番 校 区 性犯罪 

ニセ 

電話 

詐欺 

住宅 

対象 

侵入盗 

自転車盗 
オート

バイ盗 
万引き 

姪の浜 

愛宕   １ １  １ 

愛宕浜       

姪浜       

内浜       

姪北    １  ３ 

石 丸 

石丸       

城原      １ 

下山門       

西陵       

福重       

壱 岐 

壱岐    ２  １ 

壱岐東    １   

壱岐南    １  ２ 

金武       

今 宿 
玄洋       

今宿      ３ 

周船寺 

周船寺    １  １ 

元岡    １   

西都    ２   

北 崎 

北崎       

玄界       

小呂       

今 津 今津       

能 古 能古       

 毎年夏季は、水上オートバイの走行に 
関する１１０番通報が多発しています。 

 利用者は次のことに注意して、安全な 

走行を心掛けてください。 
  
  ○ 水上オートバイの操縦には、「特殊小型船 

   舶操縦士」の免許が必要です。免許証の保有 

   者が同乗していても、無免許の者に操縦させ 

   ることはできません。 

 ○ 海水浴場への乗り入れ（遊泳者付近での疾 

  走）や漁業の妨害、他船の出入りが激しい場 

  所での航行は禁止されています。 

 ○ 飲酒、薬物等の影響により、正常な操縦が 

  できないおそれがある場合の航行も禁止され 

  ています。（行政処分対象行為） 
  
 ～主な罰則～ 
 

 ・ 無免許運転：３０万円以下の罰金    

 ・ 免許不携帯：１０万円以下の過料  

 ・ 船舶検査証書、船舶検査手帳の不携帯：２０万円以下の罰金 

スケートボードのマナーを守りましょう！ 


